
 

 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第５条の規定に基づき、次のとおり

公告します。 

  令和５年２月９日 

                            京都市長 門川 大作 

 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 工事件名 

（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（京北・左京山

間部土木事務所） 

⑵ 工事場所 

京北・左京山間部土木事務所管内 

⑶ 工事概要 

舗装打換え工、（空洞）埋戻し、オーバーレイ工、舗装版切断工、アスファルト

削孔、アスカーブ設置工、切削工、Ｌ型街渠工、地先境界ブロック工、薄層カラー

舗装工、現場打側溝蓋工、カラー路面表示工、区画線工、区画線消去、崩土撤去工、

大型土のう工、土のう工、夜間休日応急処理業務、交通誘導警備員、ガードレール

設置工、転落防止柵、街路樹根上り補修工（根切り） 

⑷ 工種、予定数量及び予定単価 

工種、予定数量及び予定単価一覧表（別表）に記載のとおり。 

  ただし、実際の施工数量は、予定数量とは必ずしも一致しない。 

⑸ 工期 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

⑹ 支払条件 

単価契約は、月ごとに出来高払いを行う。 

緊急工事は、完成払とする。 

⑺ 本件工事は、地域維持型特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）

による共同施工方式とする。 

２ 本件入札に関する問合せ先 

  京都市行財政局管財契約部契約課工事契約担当 

  （電話０７５－２２２－３３１３） 



 

３ 入札参加資格に関する事項 

共同企業体として、次に掲げる条件を全て満たしていること。 

⑴ 構成員の資格要件 

本件入札の一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において、現に京都市

契約事務規則（以下「規則」という。）第４条第２項に規定する一般競争入札有資

格者名簿（工事）に登載されている者であって、同日（ク及びケにあっては、公告

の日から開札の日までの間）において、次に掲げる全ての条件を満たす者。 

ア 代表者である構成員は、建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている

こと。 

イ 構成員のうち１者は、令和２年度以前から本市内に本店（主たる事務所）を有

するとともに、直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（建設業法

第２７条の２７の規定によるもので、同法第２７条の２９第１項に規定する総合

評定値が記載されており、開札日において有効なもの。以下同じ。）における

「土木一式」の総合評定値が８５０点以上であり、「土木一式」の完成工事高

（２年平均又は３年平均）が１億円以上であること。 

ウ イ以外の構成員は、令和２年度以前から本市内に本店（主たる事務所）を有す

るとともに、直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「舗

装」の総合評定値が８００点以上であり、「舗装」の完成工事高（２年平均又は

３年平均）が１億円以上の実績があること。 

エ 緊急時の応急処理工事等で対応連絡を受けてから、概ね３０分以内に構成員の

２名以上の者で現地状況を確認できる技術者を配置できること。 

また、当該技術者は、現地の安全確保ができ、かつ工法検討できる技術者である

こと。 

また、現地状況を確認後、速やかに応急作業に着手できる資機材の手配及び作業

員の確保が可能であること。 

オ 全ての構成員の技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係がある（入札参加資格

確認申請日において引き続き３箇月以上の雇用関係がある）建設業法に基づく当

該工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者であること。 

また、工事の施工に当たっては、建設業法に基づき、これらの技術者を配置する

ことができること。ただし、土木工事業の許可を有する構成員が当該工事業に係る



 

監理技術者又は主任技術者を配置する場合は、他の構成員の技術者の配置を要しな

いものとする。 

カ 土木工事業の許可を有する構成員は、オの技術者のいずれかが、契約工期にお

いて専任で本件工事・業務に係る現場を統括できること。 

なお、当該技術者は、随時変更することができる。 

キ 構成員は、４⑵の入札に係る２以上の共同企業体の構成員になることはできな

い。  

ク 京都市競争入札等取扱要綱（以下「要綱」という。）第２９条第 1 項の規定に

基づく競争入札参加停止を受けていないこと。 

ケ 以下のいずれにも該当しないこと。 

(ｱ) 京都市行財政局管財契約部契約課（以下「契約課」という。）が実施した「土

木工事」種目又は「舗装工事」種目における一般競争入札（共同企業体による入

札を含む。）に応札し、低入札価格調査を経て契約したことにより、新たな入札

への参加を制限されている場合 

(ｲ) 契約課が実施中の落札決定に至っていない「土木工事」種目又は「舗装工事」

の種目の他の入札（共同企業体による入札を含む。）において、低入札価格調査

の対象となる応札を行っている場合。ただし、低入札調査基準価格を事前公表し

ない案件において、調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合又は失格基準価格

を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。 

コ 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとす

る別の共同企業体の構成員との関係が次の各号のいずれかの関係に該当する場合

は、そのうちの１者しか参加できない。 

(ｱ) 資本関係 

以下のいずれかに該当する２者の場合 

ａ 子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同

じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）

の関係にある場合 

ｂ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係 

以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、ａについては、会社等（会社 



 

法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方 

が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社

（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

ａ 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員の

うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ね

ている場合 

(a) 株式会社の取締役。ただし、会社法第２条第１１号の２に規定する監査等

委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第２条第１２号

に規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第２条第１５号

に規定する社外取締役、会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の

定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。 

(b) 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

(c) 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合

同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の

定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）  

(d) その他業務を執行する者であって、(a)から(c)までに掲げる者に準じる者 

ｂ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社

更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下「管財人」とい

う。）を現に兼ねている場合 

ｃ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

上記(ｱ)又は(ｲ)と同視できる資本関係又は人的関係にあると認められる場合 

⑵ 結成方法 

２者による自主結成とする。 

⑶ 出資比率 

構成員の出資割合の下限は、２５パーセントとする。ただし、工事内容の規模、

又は性質の変更その他特段の事情に基づき、構成員の出資の割合を変更する合理的

な必要性がある場合には、他の構成員及び本市の承認により出資の割合を変更する

ことができる。 

⑷ その他 



 

ア 共同企業体の使用印鑑は、代表者である構成員が本市へ使用印鑑として届け出

ているものを使用すること。 

イ 共同企業体の事務所の所在地は、代表者である構成員の所在地とすること。 

ウ 共同企業体の成立日は、地域維持型建設共同企業体入札参加資格審査申請書の

提出日以前とすること。 

４ 入札方法等 

⑴ 本件入札は、総合評価方式（簡易型）により行う。その概要は５において示す。 

なお、詳細については、当該工事に係る「（総合評価）（単価契約）公共土木施

設補修等工事及び業務委託落札者決定基準」（以下「落札者決定基準」という。）

において示す。 

⑵ 次の工事及び業務のうち、同時に２件まで入札できるものとする。ただし、３件以

上の参加申請を行った場合は、該当する全ての入札を無効とする。 

また、開札は落札者決定基準に定める順番で行い、落札者となった者は、以降の

入札を無効とする。 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（北部土木事務

所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（左京土木事務

所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（東部土木事務

所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（南部土木事務

所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（西部土木事務

所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（京北・左京山

間部土木事務所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（西京土木事務

所） 

・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（伏見土木事務

所）（２件一括） 



 

⑶ 本件入札は、京都市電子入札システムにより行う。 

京都市電子入札システムによる入札は、次のア又はイの方法による。 

なお、共同企業体の代表者である構成員のカードで行うこと。 

ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したＩＣカード（本市に提

出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもの

で、かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。）を取得した

うえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネ

ットを利用して入札データを送信する方法（以下この方法により入札する者を

「インターネット利用者」という。） 

なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電

子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。 

イ 入札端末機利用者カード（規則第６条第４項に規定する入札端末機利用者カー

ドをいう。以下同じ。）の交付を受けている者が、契約課に設置する入札端末機

（規則第６条第２項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。）を使用すること

により入札データを送信する方法（以下この方法により入札するものを「端末機

利用者」という。） 

なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入

札期間終了の１時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの

発行を受けていなければならない。 

入札端末機の利用は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除き、

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時までを除く。）とする。 

⑷ 本件入札に参加しようとする者は、公告の日から入札期間初日の直前の開庁日の午

後５時までに、次のア又はイの方法により、当該工事に係る設計図書等を入手し、

積算のうえ、⑼に記載する入札期間に入札を行うこと。 

ア インターネット利用者は、京都市電子入札システムにより、インターネットを

利用して設計図書等をダウンロードして入手すること（この場合、設計図書等を

入手しようとする日までに、京都市電子入札システムへの登録を行っていなけれ

ばならない。）。 

なお、インターネット利用者であっても設計図書等を購入することができるもの

とするが、この場合、京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して



 

複写承認書を入手し、⑸により設計図書等を購入すること。 

イ 端末機利用者は、契約課に設置する入札端末機により、複写承認書を入手し

（この場合、複写承認書を入手できる期間終了の１時間前までに、入札端末機利

用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければならない。）、

⑸により設計図書を購入すること。 

⑸ 上記⑷ア後段及び⑷イにより当該工事に係る設計図書等を購入しようとする者は、

前項で入手した複写承認書を、上記⑷の期間内に次の設計図書等の販売業者に提示

して購入すること。 

   （設計図書等の販売業者） 

   株式会社平安光業 

   京都市中京区間之町通御池上ル高田町５０３ 花柳ビル１Ｆ 

   （電話０７５－２３１－１１７７） 

想定販売金額 ６，３４０円 

 Ａ１判 Ａ２判 Ａ３判 Ａ４判 

白黒    ３１７枚 

カラー     

⑹ 入札を行う者は、工種ごとの１件当たりの設定単価（以下「単価」という。）、単

価に予定数量を乗じた工種ごとの金額（以下「価格」という。）及び価格の合計金

額（以下「総価」という。）を記載した単価表（以下「単価表」という。別紙様

式。）を作成すること。 

⑺ 入札金額は、総価の額を入力すること。 

⑻ 入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入札

者は、入札データ送信後の辞退はできない。 

⑼ 入札期間 

令和５年３月９日（木）、１０日（金）及び１３日（月）の午前９時から午後５

時まで。ただし、端末機利用者は正午から午後１時までを除く。 

⑽ 予定価格、低入札調査基準価格及び失格基準価格 

予定価格（総価）１１，８１７，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

低入札調査基準価格及び失格基準価格については、落札者を決定した日から契約

課内で閲覧に供し、翌開庁日から契約課ホームページ「京都市入札情報館」で公表す

る。 



 

なお、低入札調査基準価格の算定に当たっては、無作為に抽出した数（ランダム

係数）を乗じない。 

また、失格基準価格は、低入札調査基準価格に１００分の９８を乗じて得た額と

する。 

⑾ 入札参加資格確認に必要な書類（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）及

び単価表の提出 

入札者は、次の書類を提出しなければならない。 

なお、入札者がインターネットの場合は、アの登録印の押印を省略することがで

きる。 

また、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却せ

ず、本市の入札・契約事務で使用する。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式） 

イ 全ての構成員の建設業法に基づく許可通知書又は許可証明書の写し 

ウ 全ての構成員の直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

エ 配置予定技術者名簿（別紙様式） 

３⑴エに示す要件を満たしている者を２名以上含む、配置予定の技術者を記載す

ること。監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の表面及び裏面の写し（裏面

に監理技術者講習修了履歴の記載がない場合は、これに加えて監理技術者講習修了

証の表面の写し）を添付し（いずれも開札日において有効なものに限る。）、主任

技術者にあっては、技術者資格及び雇用関係を証明できる書類の写し等を添付する

こと。ただし、令和５年度京都市競争入札参加資格確認・格付申請のために本市に

提出した技術職員名簿又は技術者経歴書において、当該工事種目に係る監理技術者

又は主任技術者の資格を有する者として記載した技術者である場合には、資格を証

明できる書類の写し等の添付を不要とする。 

なお、実際に現場に配置する技術者は配置予定技術者名簿に記載した者の中から

選任することとするが、申請書提出日以降に雇用した技術者については、３⑴オの

資格を有している場合に限り配置できることとする。 

オ 入札参加資格要件根拠資料（別紙様式） 

エに記載した技術者のうち、３⑴エに示す要件を満たす２名以上の者について、

自宅から土木事務所までの所要時間が３０分以内であることが確認できる経路、距



 

離及び所要時間を記載すること。 

なお、所要時間の算出方法は、次のとおりとする。 

所要時間（分）＝距離（キロメートル）÷３０（キロメートル毎時）×６０

（分） 

カ 地域維持型建設共同企業体入札参加資格審査申請書（別紙様式） 

キ 地域維持型建設共同企業体協定書（甲）の写し 

国土交通省が示す様式で、本件入札公告の日時点で最新のものを用いること。 

ク 単価表（別紙様式） 

単価表に記載する設定単価は、入札者が消費税及び地方消費税（以下「消費税

等」という。）に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額とし、必ず整数とすること。 

⑿ 一般競争入札参加資格確認申請書等、単価表及び総合評価に係る技術資料提出書の

様式の交付 

前項で「別紙様式」としたもの及び総合評価に係る技術資料提出書について、本

件入札の公告日から入札期間終了まで、「京都市入札情報館」及び契約課に設置す

る入札端末機に入札公告と併せて掲示するので、Ａ４判で使用すること。 

⒀ 入札参加資格確認申請書等及び単価表の提出方法 

ア インターネット利用者の場合 

入札データを送信する際、ワード、エクセル（Office 最新版で扱えること。）

又はＰＤＦファイル（Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。）にして添付する

こと。 

イ 端末機利用者の場合 

入札参加資格確認申請書等を封入、封かんし、封筒に入札番号、工事名及び「入

札資料在中」などと記載して、入札期間内に契約課に設置してある「入札資料提出

ポスト」に投函すること。 

⒁ 技術資料の提出 

総合評価に係る技術資料については、５⑴に記載のとおり提出すること。 

 ⒂ 設計図書に関する質問 

   設計図書に関して質問がある場合は、「設計図書に関する質問書」（別紙エクセル

様式）を京都府・市町村共同電子申請システムにそのまま添付して次の期限までに



 

提出すること。 

（京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのＵＲＬ） 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=shitsumon1 

ア 提出期限 

令和５年２月１７日（金）午後５時まで 

イ 回答の公表期間 

令和５年３月２日（木）午前１１時から入札期間の最終日まで（ただし、特に必

要があると認められる場合は、所定の日前に公表することがある。） 

ウ 回答方法 

イの期間内において、「京都市入札情報館」及び契約課に設置する入札端末機に

入札公告と併せて掲示する。 

なお、質問がなかった場合においても、その旨を掲示する。 

エ 注意事項 

以下のいずれかに該当する場合は、回答すべき質問として取り扱わないこととす

る。 

(ｱ) 質問の締切りを過ぎてから契約課に到達したもの 

(ｲ) 指定した様式を用いていないもの 

(ｳ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの 

(ｴ) 参考数量を記載した図書に関するもの 

(ｵ) 質問内容が読み取れないもの 

(ｶ) 当該入札に直接関係のないもの 

(ｷ) 前各号に掲げるもののほか、大量又は繰り返し送信し正常な公務執行を妨げる

など、適正な質問として取り扱わないことが適当であるもの 

５ 総合評価の手続 

  総合評価は、次の手続により行う。 

 ⑴ 技術資料（別紙様式）の提出 

   必要事項等について記載漏れのないよう留意したうえで、技術資料を封入、封かん

し、封筒に入札番号、工事名及び「技術資料在中」などと記載すること。 

   なお、４⑵の入札案件のうち、同時に２件の参加申請を行う場合であっても、提出

する技術資料は１部のみとするため、封筒に記載する入札番号及び工事名は２件列

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=shitsumon1


 

記すること。 

  ア 提出期間 

    ４⑼に記載する入札期間 

  イ 提出場所 

    契約課に設置してある「入札資料提出ポスト」に投函すること。 

 ⑵ ヒアリングの実施 

   提出された技術資料の内容に関するヒアリング（以下「ヒアリング」という。）を

実施することがある。ヒアリングを実施する場合は、別途通知する。 

   なお、ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合は、入札を無効とする。 

 ⑶ 技術資料の評価 

   入札期間終了後、開札予定日までの間に、落札者決定基準に定めるところにより総

合的に評価する。 

なお、落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときは、入札を無効とする。 

６ 開札及び落札者の決定 

⑴ 開札予定日時 

令和５年３月２２日（水）午前９時 

本件では開札作業に長時間を要するため、落札者の決定が翌開庁日以降となるた

め、当日中の本件入札に関する問合せ（来庁及び電話とも）を禁止する。 

 ⑵ 入札参加資格の確認 

   開札後、予定価格の範囲内で入札を行った者のうち、技術資料の評価による得点を

入札価格で除すことによって得た数値（以下「評価値」という。）の最も高い者に

ついて、入札参加資格の確認を行う。確認を行った結果、入札参加資格がないと認

められるときは、その者の行った入札は無効とし、その者の次に評価値が高い者に

ついて、入札参加資格の確認を行う。 

 ⑶ 落札者の決定 

ア 予定価格の範囲内で入札を行い、最も高い評価値を得た者のうち、入札参加資

格を有すると認めた者を落札者とする。ただし、その者が低入札価格調査制度に

係る調査基準価格を下回る価格で入札を行ったときは、同制度に基づく調査の結

果、適格となった場合にのみ、その者を落札者とする。 

なお、落札者となるべき者の評価内容によっては、その者により当該契約の内容



 

に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であ

ると認められるときは、その者の次に評価値が高い者を落札者とすることがある。 

また、最も高い評価値を得た者が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定

する。 

イ 本件入札において、失格基準価格を下回る価格で応札した場合には、価格及び

評価値の順位に関わらず、失格とする。 

⑷ 低入札価格調査資料の提出 

４⑵に記載の入札案件を落札者決定基準に定める順に開札する際に、評価値の最

も高い者が低入札調査基準価格を下回る価格で応札した入札案件があった場合には、

低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った者は、当該入札案件以降に開札を

行う入札案件において、価格及び評価値の順位にかかわらず、低入札価格調査制度

における必要書類（「京都市入札情報館」に記載の「提出すべき調査関係書類」の

うち「２ 積算内訳書」「４ 当該工事の工程表」を除く。）を令和５年３月２４

日（金）午後３時までに、契約課に持参し、提出しなければならない。 

なお、当該期限までに提出されないときは、要綱第２９条第１項の規定に基づく

競争入札参加停止措置を行う。ただし、調査辞退届の提出があった場合はこの限り

でない。また、調査基準価格以上の価格で入札を行った者（予定価格を超過した者

を含む。）については、入札辞退届の提出を認める。 

⑸ 低入札価格調査を経て契約した場合の特別措置 

本件入札において、低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は、次の特

別措置を講じる。 

ア 契約の日から起算して１年間、契約課が実施する「土木工事」種目及び「舗装

工事」種目の全ての入札（共同企業体による入札を含む。）には参加できない。 

イ 土木工事業の許可を有する構成員の専任で本件工事・業務に係る現場を統括す

る技術者については、本来の配置予定技術者に加えて、直接的かつ恒常的な雇用

関係がある（入札参加資格確認申請日において引き続き３箇月以上の雇用関係が

ある）土木工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者を補助技術

者として専任で１名追加配置すること。 

なお、当該補助技術者の追加配置が可能なことを低入札価格調査において確認す



 

ることとし、この点を確認できないときは失格とする。 

⑹ 落札結果の公表 

   落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとともに、落札者の商

号（法人にあっては名称）及び落札金額等を契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から

「京都市入札情報館」で公表する。   

 ⑺ 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明 

   落札者以外の入札者は、落札者とならなかった理由について書面による説明を求め

る場合は、落札者を公表した日の翌々開庁日の午後５時までに、その旨を記載した

書面を契約課に持参し、提出すること。 

７ 単価による契約の締結 

  契約単価は、予定単価に落札率（落札者が提出した単価表に記載した総価の額を予定

価格で除した値）を乗じた額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた額）に１００分の１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

 ⑴ 入札保証金 

   免除する。 

 ⑵ 契約保証金 

   免除する。 

９ 入札の無効 

  規則第６条の２各号に該当する入札は、無効とする。 

10 その他 

 ⑴ 本件入札は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものではない。 

 ⑵ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑶ 契約書作成の要否  要 

 ⑷ 京都市暴力団排除条例第１２条第５項の規定により、契約の締結時に同条例施行規

則第６条第１項に規定する誓約書を提出すること。ただし、契約金額が１，５００，

０００円未満である場合を除く。 

 ⑸ 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企

業の中から選定するよう努めること。また、工事に係る資材、原材料の購入契約そ



 

の他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小

企業の中から選定するよう努めること。 

⑹ 落札者となった者が契約を締結しない場合（京都市暴力団排除条例に基づく誓約書

を提出しない場合を含む。）は、契約辞退に該当するため、競争入札参加停止措置

を行うとともに、入札金額（税込）の１００分の５に相当する額を違約金として徴

収する。 

⑺ 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が

定める条例、規則、要綱、要領等のほか関係法令等によるものとする。 

 



別 表 

（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（京北・左京山間部土木

事務所） 

工種、予定数量及び予定単価一覧表 

（単位：円） 

分類 工    種 規  格 
予定 

数量 

予定単価 

(税抜) 

価格 

(税抜) 

（３） ０１ 舗装打換え工Ａｓ-２５・Ｂ-３（昼間） 人力/車道 10 ㎡  41,904   419,040  

（３） ０２ 舗装打換え工Ａｓ-２５・Ｂ-３（夜間） 人力/車道 10 ㎡  58,000   580,000  

（３） ０７ 舗装打換え工Ａｓ-１７・Ｂ-３（昼間） 人力/車道 10 ㎡  30,000   300,000  

（３） ０８ 舗装打換え工Ａｓ-１７・Ｂ-３（夜間） 人力/車道 10 ㎡  41,904   419,040  

（３） ０９ 舗装打換え工Ａｓ-９・Ｂ-３（昼間） 人力/車道 20 ㎡  17,959   359,180  

（３） １０ 舗装打換え工Ａｓ-９・Ｂ-３（夜間） 人力/車道 10 ㎡  24,444   244,440  

（３） １１ 舗装打換え工Ａｓ-５・Ｂ-３（昼間） 人力/車道 10 ㎡  10,843   108,430  

（３） １２ 舗装打換え工Ａｓ-７・Ｂ-３（昼間） 人力/歩道 10 ㎡  16,666   166,660  

（３） １３ 舗装打換え工Ａｓ-７・Ｂ-３（夜間） 人力/歩道 10 ㎡  22,250   222,500  

（３） １４ 舗装打換え工Ａｓ-５・Ｂ-３（昼間） 人力/歩道 10 ㎡  11,688   116,880  

（３） １５ 舗装打換え工Ａｓ-５・Ｂ-３（夜間） 人力/歩道 10 ㎡  15,438   154,380  

（３） １６ 舗装打換え工Ａｓ-４・Ｂ-３（昼間） 人力/歩道 10 ㎡  9,890   98,900  

（３） １７ 舗装打換え工Ａｓ-４・Ｂ-３（夜間） 人力/歩道 10 ㎡  13,846   138,460  

（３） ２０ （空洞）埋戻しＲＭ－３０（昼間） 再生粒調砕石 6 m3  15,517   93,102  

（３） ２１ （空洞）埋戻しＲＭ－３０（夜間） 再生粒調砕石 10 m3  20,454   204,540  

（３） ２２ オーバーレイ工Ａｓ－５（昼間） 人力/車道 100 ㎡  7,826   782,600  

（３） ２３ オーバーレイ工Ａｓ－５（夜間） 人力/車道 40 ㎡  9,278   371,120  

（３） ２８ オーバーレイ工Ａｓ－３（昼間） 人力/車道 50 ㎡  5,960   298,000  

（３） ２９ オーバーレイ工Ａｓ－３（夜間） 人力/車道 40 ㎡  7,826   313,040  

（３） ３１ 舗装版切断工 １５ｃｍ以下 （昼間） ｔ≦15㎝ 175 ｍ  1,610   281,750  

（３） ３２ 舗装版切断工 １５ｃｍ以下 （夜間） ｔ≦15㎝ 45 ｍ  2,107   94,815  

（３） ３３ 舗装版切断工 ３０ｃｍ以下 （昼間） 15㎝<ｔ≦30㎝ 20 ｍ  4,000   80,000  

（３） ３４ 舗装版切断工 ３０ｃｍ以下 （夜間） 15㎝<ｔ≦30㎝ 40 ｍ  4,945   197,800  



別 表 

分類 工    種 規  格 
予定 

数量 

予定単価 

(税抜) 

価格 

(税抜) 

（３） 
３５ アスファルト削孔 ４０ｃｍ以下 （昼

間） 
ｔ≦40㎝ 5 

箇

所 
 7,627   38,135  

（３） 
３６ アスファルト削孔 ４０ｃｍ以下 （夜

間） 
ｔ≦40㎝ 10 

箇

所 
 10,588   105,880  

（３） ４１ アスカーブ設置工 人力/車道 5 ｍ  3,474   17,370  

（３） ４５ 切削工 １０ｃｍ以下 （昼間） 全面 ｔ≦10㎝ 30 ㎡  3,358   100,740  

（３） ４６ 切削工 １０ｃｍ以下 （夜間） 全面 ｔ≦10㎝ 50 ㎡  6,040   302,000  

（３） ４７ 切削工 ５ｃｍ以下 （昼間） 全面 ｔ≦5㎝ 30 ㎡  2,710   81,300  

（３） ４８ 切削工 ５ｃｍ以下 （夜間） 全面 ｔ≦5㎝ 50 ㎡  4,245   212,250  

（３） ４９ 切削工 ３ｃｍ以下 （昼間） 帯状 ｔ≦3㎝ 30 ㎡  1,886   56,580  

（３） ５０ 切削工 ３ｃｍ以下 （夜間） 帯状 ｔ≦3㎝ 50 ㎡  2,777   138,850  

（３） ５４ Ｌ型街渠工（京都市型２号） 市型２号 5 ｍ  22,820   114,100  

（３） ６０ 地先境界ブロック工 ＪＩＳ Ｂ 5 ｍ  19,565   97,825  

（３） ６１ 薄層カラー舗装工 － 10 ㎡  19,777   197,770  

（３） ６９ 現場打側溝蓋工（内幅 W=300） 内幅 W=300 20 ｍ  30,344   606,880  

（３） ７３ カラー路面表示工 W=20cm 30 ｍ  3,169   95,070  

（４） ７４ 区画線工 実線、W=15cm 昼間、標準舗装 240 ｍ  884   212,160  

（４） ７６ 区画線工 実線、W=30cm 昼間、標準舗装 25 ｍ  1,549   38,725  

（４） ７８ 区画線工 実線、W=45cm 昼間、標準舗装 20 ｍ  2,013   40,260  

（４） ８０ 区画線工 ゼブラ、W=15cm 昼間、標準舗装 100 ｍ  977   97,700  

（４） ８２ 区画線工 ゼブラ、W=30cm 昼間、標準舗装 20 ｍ  1,707   34,140  

（４） ８４ 区画線工 ゼブラ、W=45cm 昼間、標準舗装 10 ｍ  2,227   22,270  

（４） ８６ 区画線工 破線、W=15cm 昼間、標準舗装 40 ｍ  944   37,760  

（４） ８８ 区画線工 破線、W=30cm 昼間、標準舗装 20 ｍ  1,663   33,260  

（４） ９０ 区画線工 破線、W=45cm 昼間、標準舗装 20 ｍ  2,112   42,240  

（３） ９２ 区画線工 矢印･記号･文字、15cm換算 昼間、標準舗装 90 ｍ  2,022   181,980  

（４） ９４ 区画線消去  昼間、削り取り式 20 ｍ  1,490   29,800  

（３） ９５ 崩土撤去工 小規模土工 5 m3  21,190   105,950  



別 表 

分類 工    種 規  格 
予定 

数量 

予定単価 

(税抜) 

価格 

(税抜) 

（３） ９６ 大型土のう工（耐候性３年対応） 
RC-40 製作・設

置 
5 袋  27,500   137,500  

（３） ９７ 土のう工 
RC-40 仕拵・積

立 
20 袋  2,008   40,160  

（３） ９８ 土のう工（セメント含む） 
セメント２５％ 

仕拵・積立 
10 袋  2,760   27,600  

（１） ９９ 夜間休日応急処理業務（道路等） － 11 回  90,000   990,000  

（２） １０１ 交通誘導警備員（A）（昼間） － 2 
人

日 
 39,545   79,090  

（２） １０２ 交通誘導警備員（A）（夜間） － 2 
人

日 
 59,333   118,666  

（２） １０３ 交通誘導警備員（B）（昼間） － 4 
人

日 
 32,592   130,368  

（２） １０４ 交通誘導警備員（B）（夜間） － 4 
人

日 
 48,888   195,552  

（４） １０５ ガードレール設置工（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） Gr-C-2B 4 ｍ  56,250   225,000  

（４） １０６ ガードレール設置工（土中建込） Gr-C-4E 4 ｍ  31,785   127,140  

（４） 
１１１ 転落防止柵（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建

込） 

標準品 H=1.1m 

L=3m 
5 ｍ  35,200   176,000  

（４） １１２ 転落防止柵（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） 
標準品 H=1.1m 

L=3m 
6 ｍ  40,454   242,724  

（３） １１３ 街路樹根上り補修工（根切り） － 6 本  40,454   242,724  

 

 

 

【内訳】 

分類 価格(税抜) 
端数処理（千

円未満切捨て） 

(１)土木事業所費（委託料） 990,000  990,000  

(２)道路維持補修費（役務費） 523,676  523,000  

(３)道路維持補修費（工事請負費） 8,945,341  8,945,000  

(４)交通安全施設整備費（工事請負費） 1,359,179  1,359,000  

予定価格（円）（税抜） 11,817,000     

 

（行財政局管財契約部契約課） 


